
1　事業の概要

①　成果目標（H26)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（手数料）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

指摘事項等への対応

□監査

□決算特別委員会

□県民協働による事業改善

要求からの主な変更点

0 概算事業費（B（A）+C） 26,376 18,178 13,813 17,738

16,516 12,387 12,387 0

事
 

業
 
コ
 
ス
 
ト

区　　分（単位：千円） 23年度 24年度 25年度

H26

概　算
人件費

3.00 2.00 1.50 1.50

24,774

1,602 1,662

3,554 4,763 1,076 4,513 0

838581 188 350

4,135

目標 成果 達成状況
項目

H25末
（見込）

Aの
財源

当初予算 4,135 4,951 1,426

26要求 26予算案 成果目標の達成状況

予
算
額

前年度繰越

5,351

合計（A) 4,951 1,426 5,351 0

H27
目標

補正予算

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H26実施内容

関東甲信越収用委員会連絡
協議会出席

直接
関東甲信越収用委員会連絡協議会主催の会議へ
の出席

57 60

（要求）

目指す姿

現状
○起業者、土地所有者等の間に生じる土地取得に関する紛争を解決するため、収用委員会を開催し、公正中立な立場で裁決を行っ
ている。
○土地収用に係る情報交換、収用委員会の適正円滑な運営を目的に、関東甲信越収用委員会連絡協議会に出席している。

県が関与
する理由

公共の利益となる事業のために必要な土地等の収用又は使用等に伴う損失の補償額等を決定し、公共の利益の増進と私有財産の調
整を図り、合理的な土地利用の推進を目指す。

県でなければ実施不可（法令等義務）
【左記の説明、根拠法令等】

土地収用法第51条第１項

　　　　　４　合理的な土地利用の推進 実施期間 S26 ～

困難県民との協働による実施：

事業番号 02 02 01 事業改善シート （26年度実施事業分）　　■当初要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　□点検

事　業　名 収用委員会経費 担
当
課

部局 企画部

課・室 企画課土地対策室

総合５か
年計画

プロジェクト  E-mail tochi@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開
５－２　快適で暮らしやすいまちづくり

（指摘事項等）

なし

（対応）

公共の利益の増進と私有財産の調整を図るため、収用委員会の適正円滑な運営を推進する。

1,426 5,351 0

（予算案）

収用委員会の運営 直接
収用委員会の開催（該当事案見込9件）、物件調査
委託、不動産鑑定

合計

H25 H26

全国土地収用研究会出席 直接
全国収用委員会連絡協議会主催の研究会への出
席の取り止め

270 0

（当初）

1,099 5,291

mailto:tochi@pref.nagano.lg.jp

